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平成３１年 第２回三芳町教育委員会（２月定例会）会議録 

召 集 年 月 日 平成３１年２月８日（金） 

開 会 日 時 平成３１年２月８日（金） 午後１時３０分 

閉 会 日 時 平成３１年２月８日（金） 午後３時３０分 

開 催 場 所 三芳町役場５階 ５０２会議室 

教 育 長 古川 慶子 

会議を主宰した者の職名・氏名  教育長 古川 慶子 

 職   名 氏   名 出 欠 適 用 

委員の出席状況 

委 員 

（教育長職務代理者） 
  長野 真寿美 出 席   

委 員   池上 善一 出 席  

委 員   鈴木 信之 出 席  

委 員   細谷 雄司 出 席  

職務のため出席 

した者の職氏名 
教育総務課・施設庶務担当主幹 齊藤 慶輔、（書記）三井 康也 

説明のため出席 

した者の職氏名 

教 育 総 務 課 長 中島 弘恵 
学 校 教 育 課 

学 務 担 当 主 幹 山下 俊充 

学 校 教 育 課 長 宇佐見 宏一  

生 涯 学 習 課 長 金井塚 和之  

文化財保護課長 柳井 章宏  

藤久保公民館長 伊東 正男  

図 書 館 長 代田 知子  

学校給食センター所長 小沼 保夫  

その他の出席者の氏名  

会 議 の 大 要 

(日程第１) 開会 開会宣言（教育長） 

前回会議録の承認 １月定例会会議録は承認された。 

(日程第２) 

教育長の報告 

（１）プログラミング教育の授業研究会について 

（２）教育委員学校訪問について 

（３）中学生芸術鑑賞会について 
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(日程第３) 議事 

議案第２号 平成３０年度三芳町一般会計補正予算（第５号）について（原案可決） 

議案第３号 三芳町芸術文化のまちづくり条例の制定について（原案可決） 

議案第４号 平成３１年度学校給食実施回数の承認について（原案可決） 

議案第５号 平成３１年度三芳町学校給食費会計歳入歳出予算について（原案可決） 

議案第６号 平成３１年度教育行政重点施策について（原案可決） 

議案第７号 平成３１年度三芳町一般会計予算（教育費）について（原案可決） 

議案第８号 平成３１年度当初教職員人事異動（管理職のみ）について（原案可決） 

 

 

教育長 

教育総務課長 

教育総務課長 

 

 

 

委 員 

  

学校教育課長 

 

 

委 員 

 

 

 

 学校教育課長 

 

 藤久保公民館長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

生涯学習課長 

 

委 員 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

○議案第２号 平成３０年度三芳町一般会計補正予算（第５号）について 

教育総務課長から説明をお願いします。 

提案理由を説明。 

それでは、順次担当より説明をいたします。 

概要を説明。（教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、文化財保護課

長、藤久保公民館長） 

【質疑内容】 

 中学生海外派遣補助金についてですが、こちらは何名分なのかという事と、

大体の往復料金を教えていただけますか。 

 こちらは派遣生徒６名に加えまして、引率者２名という事で合計８名分とい

う事になります。 

 一人当たり約３３万６千円ということで計上をさせていただいております。 

 ２点ございまして、１点目は今の補助金についての追加なのですが、これは

飛行機代のみということでよろしいのかという事と、２点目ですが公民館費の

職員手当てですが、これは移転に伴う時間外手当ということで考えてよろしい

のでしょうか。 

 こちらにはチケットに付随するものが入っておりまして、航空券、燃油サー

チャージ、空港税、空港使用料、発券手数料が含まれております。 

 機構改革に伴う時間外手当ではございません。 

 年度末の子どもの居場所づくりの関係ですとか、まちづくりフェアですと

か、子どものためのオーケストラですとか、そのような事業が年度末に大分込

み合っておりますので、現在の措置された額では不足するという状況の基に、

要求をするというものでございます。 

《採決の結果、議案第２号は挙手総員により原案のとおり可決されました。》 

 

○議案第３号 三芳町芸術文化のまちづくり条例の制定について 

生涯学習課長から説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明。 

【質疑内容】 

 現在でも、例えば学校のアウトリーチ事業であるとか、コピスの文化活動等

を行っていますが、この三芳町芸術文化のまちづくり条例が制定された以降の

事業計画等は考えていらっしゃいますか。 

 平成２９年度ベースでございますが、文化会館の方で行いました自主事業と

して２２事業行っています。 

 その中で、８事業がアウトリーチという形で行っておりまして、アウトリー

チの中には保育所、幼稚園、小学校、中学校を対象とした事業とそれからロビ

ーコンサートを行っていますが、そういったものをこの条例の中で、これから

計画を作りまして、形に定めて、それとともに推進していくものでございます。 

 今国際交流の部分でＰＪの方と交流関係を結んでいるという部分もありま

すし、それからオランダもホストタウンとなっている事もありますから、そう

いうような関係から芸術文化交流の方も考えていきたいと考えています。 

 町民の方がこういった条例ができたという事を認知できるようなＰＲをお

願いしたいのと、また、この条例を皆さんが理解できるように推進を図って 
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委 員 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

生涯学習課長 

委 員 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

委 員 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

教育長 

学校給食ｾﾝﾀｰ所長 

 

委 員 

学校給食ｾﾝﾀｰ所長 

 

 

  

教育長 

学校給食ｾﾝﾀｰ所長 

 

委 員 

 

学校給食ｾﾝﾀｰ所長 

 

 

 

 

 

委 員 

学校給食ｾﾝﾀｰ所長 

いただきたいと思います。 

実は昨年の７月下旬に、この条例の策定に向けた住民向けの講演会を行って

おります。 

そういった事を行いながら、また、制定された以降については、今こちらの

方にも載っておりますが、芸術文化推進会議の方に町民の方達を交えながら計

画を策定していきたいと考えておりまして、計画が策定されれば公表をしてい

くという事でございます。 

意見ですが、条例第４条と５条で、町の責務と町民の役割が記載されており

ますので、一方的に提供をするだけではなくて、相互の協力の中からさらに発

展した芸術文化に繋がれば良いと思います。 

制定する以上は、目的を達成するための事業という事で是非推進をお願いで

きればと思っています。 

分かりました。 

いじめ撲滅のための条例が昨年できたと思いますが、町民の方にあまり知ら

れていない部分もありますので、条例の制定と併せて広く町民の方に周知をし

ていただく事と、こういったアウトリーチ等ももっと進めていただけると良い

と思いますのでお願いします。 

アウトリーチ等については好評ですので、そしてアウトリーチ等を行うこと

によって、こちらに来なくてもあらゆる場所で芸術に触れ合う事ができますの

で、そういった部分では進めていきたいと考えています。 

ふじみ野駅でそういった事をやっているのを通勤途中で見ました。 

駅から降りた方が輪になって音楽に触れ合っている姿を見て、すごく良いと

感じましたので、公民館等の決まった場所ではなくて商業施設で行うとか、そ

ういったものもすごく親しみが湧くかと思いますのでよろしくお願いします。 

商業施設では、去年、一昨年とやっておりますので、今後もご協力をいただ

ければそういった形で、住民の方が集まれるような場所で進めていきたいと考

えております。 

《採決の結果、議案第３号は挙手総員により原案のとおり可決されました。》 

 

○議案第４号 平成３１年度学校給食実施回数の承認について 

学校給食センター所長から説明をお願いします。 

提案理由及び概要を説明。 

【質疑内容】 

 学校給食運営委員会では、何か質疑はございましたか。 

 回数についての質疑はございませんでした。 

《採決の結果、議案第４号は挙手総員により原案のとおり可決されました。》 

  

 ○議案第５号 平成３１年度三芳町学校給食費会計歳入歳出予算について 

学校給食センター所長から説明をお願いします。 

提案理由及び概要を説明。 

【質疑内容】 

 来年度消費税が上がると言われていますが、今後の見通しを教えていただけ

ますでしょうか。 

 消費税につきましては、給食費における軽減税率の対象となりますので、

２％分についてはかかってきませんが、実際は業者によってパンの包装費や配

送の燃料代等が上がってきますので、何らかの形で価格に影響が出てくるとは

思っております。 

 それと牛乳代についてですが、わずかではございますが年々上がってきてい

ますので、それにつきましても今後運営委員会等で諮っていきまして、給食費

が不足するようであれば改定をしていく形にはなるかと思います。 

 今年度未納金はどれくらいありましたか。 

 今年度はまだ３学期が終わっていないので出ていませんが、平成２９年度で

未納金が約３３万４千円程度となっております。 
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 委 員 

 

学校給食ｾﾝﾀｰ所長 

 

 

 

委 員 

 

学校給食ｾﾝﾀｰ所長 

 

 

 

 

 

  

 

委 員 

 

 

 

 

 

教育長 

教育総務課長 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

委 員 

学校教育課長 

 

委 員 

 

学校教育課長 

 

委 員 

 

図書館長 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 例えばインフルエンザでの学級閉鎖等ありますが、その場合はどのような対

応をされているのでしょうか。 

 学級閉鎖等の場合は、止められるものにつきましては止めておりまして、大

体止められているのが現状です。 

 どうしても止められない場合は、多少ですがクラスに余分に配分していると

いう形でございます。 

 確認でございますが、繰越金は毎年これくらいなのかという事と返還金はど

のように見込んでいるのか教えていただけますか。 

 繰越金につきましては、今年度１２０万円くらいの見込みとなっています

が、センターといたしましては給食を１食作るのに約９０万円程度の１日の食

材費がかかっていますので、１日分くらいの食材費を繰越金にできればという

事を考えています。 

 また、返還金についてですが、給食費の場合はその月の給食費を先に支払っ

ていただいていますので、急遽転出等になった場合に日払い分として還すこと

が極稀にございます。 

 そのため、科目設置という事で予算措置をさせていただいております。 

これは意見ですが、はやりその時その時の季節の食材を選んでやっていただ

いているかと思いますが、これからも是非子ども達においしい給食を作ってい

ただければと思います。 

《採決の結果、議案第５号は挙手総員により原案のとおり可決されました。》 

 

 ○議案第６号 平成３１年度教育行政重点施策について 

教育総務課長から説明をお願いします。 

提案理由を説明。 

それでは、順次担当より説明をいたします。 

基本方針１について概要を説明。（学校教育課長、学校給食センター所長、

教育総務課長） 

基本方針２について概要を説明。（生涯学習課長、文化財保護課長、藤久保

公民館長、図書館長） 

【質疑内容】 

 プログラミング教育はどのような形で実施していくのでしょうか。 

 特にプログラミングというような教科はありませんが、各教科の中で実施し

ていくというような事で位置付けております。 

 ＩＣＴのタブレットについてですが、中学校へはいつ位に導入される予定で

しょうか。 

 当初予算の方が承認されましたら、来年度の夏休みを目処に導入を考えてい

るところでございます。 

 読書の動機付け事業等の充実というところで、これは具体的に何か施策等は

ございますか。 

 子どもの読書活動の動機付けという事と一般の大人を対象とする図書館講

座等の動機付けと２種類ありますが、従来から子どもの読書推進は力を入れて

いたのですが、最近では中高年の読書会ビブリオバトル方式などが好評でし

て、主に６０歳以上の方が、そのビブリオバトルという形で本を紹介し合うと

いうのが特色のある事業としてあげられます。 

 これは実施しているところが少ないものですから、色々なところから見学が

きております。 

 ＩＣＴの環境についてですが、タブレットも導入されるという事で支援員さ

ん、補助の方も増員できるような予算措置をしていただく事をお願いしたいの

と、学校給食の充実という事で食育の推進とありますが、この間、三芳町の広

報誌でも食育の事が記事に載っていて、それが県の代表となったという事をお

聞きしましたが、給食を通して食育の推進を広めていただくことを充実してい

ただけると、子ども達も食べる事によって食の大切さが良く分かるかと思いま

すので、そちらもお願いしたいと思います。 
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学校教育課長 

 

 

学校給食ｾﾝﾀｰ所長 

 

 

 

  

 

 

委 員 

 

教育総務課長 

教育長 

 

委 員 

 

  

 

委 員 

 

 

 

 

 

 学校教育課長 

 

委 員 

 

藤久保公民館長 

 

 

 

委 員 

 

 

藤久保公民館長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

教育総務課長 

教育総務課長 

 

 

 

委 員 

教育総務課長 

 

 ＩＣＴの支援員につきましては、ＩＣＴの導入の時に、業者の方からという

事も今検討中でございますので、やはり指導していただけるような方を付ける

という事は考えているところでございます。 

 三芳町では、平成２４年度から栄養教諭が配置され、その栄養教諭が町内の

小中学校を訪問して、食育に関する授業を行っています。 

 その内容についてですが、三芳やさいと地場産野菜を積極的に給食に取り入

れている事など、色々と栄養バランスの説明をしたり、例えば小学校６年生に

なると、次の中学校でのクラブ活動の関係、また給食の量も増えたりしますの

で、そういうことを含め、やはり成長期に合った栄養バランスの取れた食材を

とるように指導は行っているところでございます。 

 この重点施策を広く町民にお知らせする必要があるかと思いますが、その方

法は考えていますか。 

 こちらは、ホームページと４月の広報でお知らせをする予定でいます。 

 これを基に、平成３１年度の三芳教育という事で、私の方でお話をさせてい

ただきます。 

 意見ですが、第２期の教育振興基本計画８年の内、来年度がちょうど４年で

折り返しの年となりますので、総括に向けた上で進捗情況なども適宜把握しな

がら、振り返りながら課題を出して、計画的に進めていただければと思います

のでよろしくお願いします。 

 豊かな心と健やかな体の育成の中で、自分とともに他の人の大切さを認め、

生命を尊重する教育の充実とありますが、これは人間の一生の中で一番大切な

事だと思いますので、学校教育、さらに小さい時から保護者の方や地域、学校

を含め、子ども達に深く根付くようにしていただけると、本当に人を大切にす

る事や思いやる事、命を大切にする事、それがすごく分かるかと思いますので、

そういった事を充実したものを広めていただきたいと思います。 

 委員さんのおっしゃる通り、まずは命が一番大事だという事を三芳町内に広

めていきたいと決意をしているところでございます。 

 社会教育活動の推進の中で、公民館についてですが、夜に中学生が勉強をし

たり、集まったりしていますが、特段何かトラブルのような事はありませんか。 

 他の利用者も暖かく見守っていてくれまして、実は勉強だけなら良いのです

が、小さな子が遊びに来ていたりしていて賑やかになる時もあります。 

 悪い事は私達も言いますし、利用者の方からも叱っていただける傾向にはあ

ります。 

 他の人の迷惑になってしまうような事もあるかと思いますので、また事務の

方の目が届かないかもしれませんので、そういった事に色々な方が目に付いた

ら、叱ってあげたり、指導をしてあげてほしいと感じたところです。 

 私ども職員もそうですが、夜の管理人、土日の管理人についても、子ども達

が大体どの辺にいて、何をやっているかという事については巡回して確認をし

ていますので、本当に羽目を外すという事になれば、なりそうになれば、注意

をしているという事でございます。 

《採決の結果、議案第６号は挙手総員により原案のとおり可決されました。》

  

 ○議案第７号 平成３１年度三芳町一般会計予算（教育費）について 

教育総務課長から説明をお願いします。 

提案理由を説明。 

それでは、順次担当より説明をいたします。 

概要を説明。（教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、文化財保護課

長、藤久保公民館長、図書館長、学校給食センター所長） 

【質疑内容】 

 教育費全体としてはどのようになっているか教えていただけますか。 

 歳出といたしまして、大体でございますが、一般会計予算から見た教育費の

割合が約9.7％程度となっております。 
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 委 員 

 

 

 学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委 員 

委 員 

 

 学校教育課長 

  

 

 委 員 

 学校教育課長 

 

 

 委 員 

学校教育課長 

委 員 

 

 

委 員 

 

 

 学校教育課長 

 

 

 

 

 委 員 

 

学校教育課長 

 委 員 

 

学校教育課長 

 委 員 
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 学校教育の学校水泳民間プール施設委託料という事で、改めてこの委託をし

なければならない理由とどこの施設を利用するのかという事と実際に利用し

た時に安全管理を誰が行うのか等の説明をお願いできますか。 

 まず、民間プールというのはスウィンみよしを考えております。 

 藤久保小からスウィンみよしまではマイクロバスを使いながら、２～３往復

をして子どもを送迎していただくという事でございます。 

 指導につきましては、あちらのインストラクター、それから藤久保小の教職

員と一緒に合同で指導を行うという事を考えております。 

 また、目的でございますが、今までのプールの維持管理の関係や職員の負担

軽減なども含めながら、小学校のプールを廃止できるかどうかといところを試

行的にやるという事でございます。 

 教職員だけでなくて、子どもがやはり専門的なインストラクターに指導をし

ていただいて、上達も早くなるのではないかという側面も含めながら、試行的

に今回やらさせていただくという目的がございます。 

 それを行ってみて、できそうであれば今後それをさらに拡充していく事を含

めながら、実施させていただければと考えております。 

 実施にあたっては、保護者の方には丁寧な説明をお願いいたします。 

 英検の関係ですが、英検３級以上で町内の方に対して１回を補助するという

事ですが、町内という事は私立に行かれた方も含まれるという事でしょうか。 

 そのとおりでございまして、町内に在住の中学生を対象にする事で公立、私

立を問わず英検を受けた生徒に対して、申請をしていただいて、２千円を補助

するという事で考えております。 

 英検補助の周知の方法はどのように考えていますか。 

 まだ、具体的なところまでは考えていませんが、広報やホームページ等でお

知らせするとともに、公立中学校については保護者宛の文書を配布して伝えて

いくという形で考えているところでございます。 

 補助額は半額くらいですか。 

 英検３級ですと半額程度の額にはなります。 

 こういった補助制度があれば、もっと英語に興味が湧いたり、試験を受ける

気持ちにさせてくれる部分もあるかと思いますので、保護者の方も含めて広く

ＰＲをしていただいて活用をしていただければと思います。 

 中学生の通学用のヘルメットですが、今まで上富地区だけだったものが、自

転車通学される生徒に補助をするという事ですが、対象の方はどれくらになる

のでしょうか。 

 町内３中学校の新１年生を対象と考えているところでございます。 

 特に自転車通学者だけではなく、今後部活動等で自転車移動をするというよ

うな時にも、着用をするように学校の方からも指導をしていただき、自転車の

交通事故を防ぐ観点から、今回このような形で中学１年生については全員補助

をしていくような形をとらせていただきたいと考えています。 

 通学者だけではなく、部活で自転車移動をする子達も対象となるということ

ですか。 

 自転車に乗る生徒についてという事で考えています。 

 この通学者ヘルメットとなると通学する子だけのイメージがありましたの

でお聞きしたのですが、そうではないという事ですか。 

 そのとおりです。 

 そのヘルメットは全員が購入をするという事ではなくて、補助という事でし

ょうか。 

 こちらの方は、購入をしていただき自己申告というような形で申請をしてい

ただいた方に補助をしていくという予定で考えています。 

 その上限が３７万５千円という事でしょうか。 

 来年度中学１年生に上がる生徒が３７５人という事で、計上をさせていただ

いております。 
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 文化財保護費で郷土芸能伝承保存活動謝礼とありますが、これは車人形の事

ですか。 

 郷土芸能の保存につきましては、車人形のみならず、お囃子の体験教室を開

いていただいていますので、その回数に応じて謝礼として支払いをさせていた

だいています。 

 車人形の皆さんには学校の授業でもお世話になっておりますし、色々と活動

をされていますが、これは意見ですが、できれば謝礼ではなく年間の活動費と

いう事で支出をいただければ、活動もすばらしいものになるかと思います。 

 給食センターについてですが、施設はまだ新しいですが、厨房の器具ですと

か、そういったものが壊れたりすることはありますか。 

 委員さんご指摘のとおり、厨房機器の不具合が出ることが多いので、そちら

が主な修繕となっています。 

 Ｐ７５の工事請負費ですが、トイレは来年度に関しては三芳小と唐沢小の２

校を行うという事でよろしいでしょうか。 

 三芳小と唐沢小の１系統という事でございます。 

 今の事に関連してですが、学校訪問の中で補修が必要な箇所というのが見受

けられますので、是非計画的な予算組みをお願いできればと思います。 

 学校訪問を通して、また、学校の方からの修繕要望が出てきたものにつきま

しては可能な限り対応をしていきたいと考えておりますし、そして計画的に修

繕ができるようにしていきたいと思います。 

 英語指導助手のＡＬＴが２名増員されましたが、小中学校への配置はどのよ

うになるのでしょうか。 

 現在小学校が２名なので、２名が増員されて、来年度から小学校に４名、中

学校に３名という事になります。 

 Ｐ７７の中学校費の委託料ですが、窓ガラス清掃業務委託料、トイレ等清掃

業務委託料とありますが、内容についてご説明いただけますか。 

 学校の窓ガラスの清掃とトイレの清掃でございますが、トイレの清掃につい

ては児童生徒も行っていただいていますが、年１回業者にきれいにしてもらう

という事で、専門的にお願いをしているところでございます。 

 就学援助の増額について、説明をしていただけますか。 

 就学援助については、入学準備金が小中それぞれ１万円ずつ増額になる予定

で、今回予算計上をさせていただいております。 

 小学校費につきましては、小学校費－教育振興費－扶助費で、それから中学

校費につきましては、中学校費－教育振興費－扶助費で計上をさせていただい

ております。 

 今までは一人当たりどれくらい出ていたのでしょうか。 

 まず小学校費につきましては、４万６００円だったのですが、それが５万６

００円に、それから中学校費につきましては、４万７，４００円だったのが、

５万７，４００円になるという予定でございます。 

 Ｐ７８の大井中学校工事負担分について、ご説明をいただけますか。 

 こちらはふじみ野市との教育事務委託の中で、大井中学校のプールの更衣室

の改修工事を大井中学校で予定しておりまして、それにかかる負担金として計

上をさせていただいております。 

 補足でございますが、三芳町のお子さんの居住している地域が、ふじみ野市

の大井中学校に通われる方が近いという事で、そちらに通われている生徒さん

に対する教育事務委託として、かかった工事費の一部が三芳町の負担となって

いますので、そちらを計上させていただいております。 

《採決の結果、議案第７号は挙手総員により原案のとおり可決されました。》 

 

続きまして、議案第８号「平成３１年度当初教職員人事異動（管理職のみ）

について」の審議となりますが、人事に関する案件となりますので、これより 
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会議を非公開としたいと思います。 

会議を非公開とすることについて、採決を行います。 

《採決の結果、議案第８号は挙手総員により非公開で審議されることに決定し

ました。》 

ここで暫時休憩とします。 

（暫時休憩） 

審議を再開いたします。 

 

○議案第８号 平成３１年度当初教職員人事異動（管理職のみ）について 

《非公開案件により省略、議案第８号は挙手総員により原案のとおり可決され

ました。》 

(日程第４)その他 なし 

(日程第５) 閉会 閉会宣言（教育長） 

事 務 連 絡  

教育総務課長 （１）平成３１年第２回三芳町議会定例会について 

 （２）教育委員のスケジュールについて 

次回定例教育委員会については、３月２２日（金）午後２時００分から開催することに決定した。 

閉会時間 午後３時３０分 

 


